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令和６年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予等について（要請）        
 
 令和６年能登半島地震で被災した方々の保険医療機関等での一部負担金等の取扱いに

ついては、「災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い

等について」（令和６年１月２日付け保険局保険課事務連絡）において、現行法の取扱い

をお示ししたところですが、被害の甚大な状況に鑑み、下記のとおり一部負担金等の徴収

を猶予(減免)していただくよう要請しますので、よろしくお取り計らい願います。 
 また、保険料の納付期限の延長や納付猶予の実施についても、引き続き御検討いただく
ようお願い申し上げます。 
 

記 
 
１．徴収を猶予（減免）する一部負担金等の範囲 

  保険医療機関等での以下の一部負担金等の支払いは、保険医療機関等への支払いに代

えて、保険者が被保険者から直接徴収する整理とし、その徴収を猶予(減免)いただきた

いこと。 

 ・一部負担金 

 ・保険外併用療養費に係る自己負担額（食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額 

  に相当するものは除く。） 

 ・訪問看護療養費に係る自己負担額 

 ・家族療養費に係る自己負担額（食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当 

  するものは除く。） 

 ・家族訪問看護療養費に係る自己負担額 

 

２．対象者の要件 

  次の（１）及び（２）のいずれにも該当する者であること。 

 （１）令和６年能登半島地震に係る災害救助法(昭和 22年法律第 118号)の適用市町村

に住所を有する（災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含

む。）健康保険法(大正 11年法律第 70 号)又は船員保険法（昭和 14年法律第 73

号）の被保険者又は被扶養者であること。 

 （２）令和６年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。 

   ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨  

   ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨 

   ③主たる生計維持者の行方が不明である旨 

④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨 

⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨 

 



３．取扱いの期間 

  一部負担金等の徴収の猶予については、当面、令和６年４月までの診療分及び調剤分

の一部負担金等について、令和６年４月末日まで徴収を猶予いただきたいこと。（必要

に応じて延長も検討する） 



（参考） 

 

◎ 健康保険法（大正 11年法律第 70号）（抄） 

（一部負担金の特例） 

第七十五条の二  保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であ

って、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが

困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 

 一 一部負担金を減額すること。 

 二 一部負担金の支払を免除すること。 

 三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、

その徴収を猶予すること。 

２ 前項の措置を受けた被保険者は、第七十四条第一項の規定にかかわらず、前項第一号の措置

を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療期間又は保険薬局に支払う

をもって足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医

療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。 

３ 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。 

 

（家族療養費の額の特例） 

第百十条の二 保険者は、第七十五条の二第一項に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養

費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百

分の百以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。 

２ 前項に規定する被扶養者に係る前条第四項の適用については、同項中「家族療養費として被

保険者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額（その額が現に当

該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額）」とする。この場合

において、保険者は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者に対し支給すべき額を

控除した額をその被扶養者に係る被保険者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予する

ことができる。 


